
訪問看護ステーションやまびこ

福祉サービス種別訪問看護 第三者評価の判断基準
事業所名（施設名）　訪問看護ステーションやまびこａ・・・着眼点をすべて実施している状態

ｂ・・・着眼点が一つでも実施していないものがある状態
ｃ・・・着眼点を一つも実施していない状態

□　実施していない状態
■　実施している状態

評価
対象

評価
分類

評価
講評

（評価細目ごと）

(1) ① 理念を明文化
している。

ａ） ■ 1 法人が目指している理念が文書（事業計画等の法人・施設内
の文書、広報誌、パンフレット等）に記載されている。

■ 2 理念から、法人が実施する福祉サービスの内容や特性を踏ま
えた法人の使命や目指す方向、考え方を読み取ることができ
る。

■ 3 理念から、個人の尊厳の保持を旨とし、社会的役割を果たす
という考え方を読みとることができる。

② ａ） ■ 4 実施する福祉サービスの基本的な考え方や姿勢を明らかにし
た基本方針を事業所ごとに定め、文書（事業計画等の法人・
事業所内文書、広報誌、パンフレット等）に記載されてい
る。

■ 5 基本方針は、法人の理念に基づいた内容となっている。

■ 6 基本方針は、職員が業務を行う際のより所となるよう具体的
な内容となっている。

(2) ① ａ） ■ 7 理念や基本方針を施設の誰もが見やすい箇所に掲示してい
る。

■ 8 理念や基本方針を職員会議などの定期的な会合や朝礼などの
日常的な機会を捉えてわかりやすく説明している。

■ 9 理念や基本方針を年１回以上会議や研修を通じて全職員に説
明している。

■ 10理念や基本方針の周知状況を確認し、継続的な取組を行って
いる。

（別添１）

着 眼 点

事業評価の結果（評価対象Ⅰ及びⅡ）

Ⅰ
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
基
本
方
針
と
組
織

１
理
念
・
基
本
方
針

理念、基本方
針を確立して
いる。

訪問看護ステーションやまびこ

評 価 細 目評 価 項 目

理念に基づく
基本方針を明
文化してい
る。

〇理念は、長野県厚生連の理念・鹿教湯
病院の理念が示され広報誌、パンフレッ
ト、ホームぺージ等で明文化している。
〇保健、医療、福祉活動を通じて自分ら
しく生き生き暮らす支援をすることが示
され、目指す方向や考え方が明らかに示
されている。

〇長野県厚生連、鹿教湯病院の理念に加
え、訪問看護が所属する地域医療部の基
本目標、さらに訪問看護としての基本方
針が、「利用者の立場に立った質の高い
看護、リハビリ、多様なニーズに応えら
れるよう地域の医療、保健、福祉サービ
スと協働、地域社会に評価される自己研
鑽」など安心して在宅生活が送れる支援
として示されている。

〇地域医療部ハンドブックに理念や基本
方針が記載され、職員全員に配布されて
いる。地域医療部ハンドブックには、理
念の具体的な解説が載せられ、職員の理
解、周知がしやすい工夫がある。また、
職員のネームプレートには理念・基本方
針を入れ、いつでも確認できる。
〇ステーション会議、ミーティングなど
でも読み合わせをし、常に理念・基本方
針に立ち返った支援に努めている。

理念や基本方
針を周知して
いる。

理念や基本方
針を職員に周
知している。
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訪問看護ステーションやまびこ

評価
対象

評価
分類

評価
講評

（評価細目ごと）
着 眼 点評 価 細 目評 価 項 目

Ⅰ 1 (2) ② ａ） ■ 11理念や基本方針をわかりやすく説明した資料を作成するなど
して利用者や家族等の理解を促す取組を行っている。

■ 12障害を持つ利用者等に対して周知の方法に工夫や配慮をして
いる。

■ 13理念や基本方針を入所者が集まる機会や家族会等で資料をも
とに説明している。

■ 14理念や基本方針の周知状況を確認し、継続的な取組を行って
いる。

(1) ① 中・長期計画
を策定してい
る。

ａ） ■ 15理念や基本方針の実現に向けた中・長期（３～５年）の目標
（ビジョン）を明確にしている。

　 ■ 16実施する福祉サービスの内容や、組織体制や設備の整備、職
員体制、人材育成等の現状分析を行い、課題や問題点を明ら
かにしている。

■ 17中・長期計画（３～５年）は、課題や問題点の解決に向けた
具体的な内容になっている。

■ 18中・長期計画に基づく取組を行っている。

■ 19中・長期計画は必要に応じて見直しを行っている。

② ａ） ■ 20中・長期計画に基づいて、年度ごとの事業計画を策定してい
る。

■ 21事業計画には、各年度における目標や事業内容が具体的に示
されており、単なる行事計画になっていない。

■ 22事業計画は、客観的に目標達成の程度が分かるように、目標
を数値で示す等の配慮をしている。

(2) ① ａ） ■ 23各計画の策定に当たっては、現場の状況を把握し、計画を策
定する幹部職員と現場の職員が合議する仕組みがある。

■ 24関係する現場の職員・入所者等の意見を聞き、各計画に反映
する仕組みがある。

■ 25年度終了時はもとより、年度途中にあっても、あらかじめ定
められた時期、手順に基づいて事業計画の実施状況の把握、
評価を行っている。

■ 26評価の結果に基づいて各計画の見直しを行っている。

中・長期計画
を踏まえた事
業計画を策定
している。

事業計画を適
切に策定して
いる。

〇2018JA長野県ビジョンに基づき、長期
構想後期中期計画(平成28年度～30年度)
が３年間の計画として策定され基本方針
が示されている。一人ひとりの笑顔が生
まれる安心して暮らせる地域を実現する
ために、健康で豊かな地域づくりを推進
するための計画が策定されている。
〇基本方針に対しての課題や方向性が明
確にされ、中期年次実行計画の策定もさ
れ年度ごとの見直しを行っている。

〇中・長期計画は、鹿教湯病院の事業計
画に反映された事業方針が示され、月別
事業計画として各部署での具体的な事業
計画が策定されている。
〇訪問看護として、示された、事業計画
をＳＷОＴ分析により具体的に部門の事
業計画を作成し職場目標としている。

〇利用者からの意見などは訪問時や担当
者会議で利用者や各事業所からの意見を
吸い上げ、ステーション会議で課題など
含め職員の意見を確認している。
〇地域医療部統括会議において課題の検
討をし、病院・法人へ意見を上げる仕組
みがある。
〇評価は上半期、下半期に事業計画の見
直しを行い月単位の実績累計をおこな
い、年報にて毎年総括がなされている。

事業計画の策
定を組織的に
行っている。

理念や基本方
針を利用者等
に周知してい
る。

中・長期的な
ビジョンと計
画を明確にし
ている。

２
事
業
計
画
の
策
定

〇広報誌（看護の宅配便、パンフレット
など）に鹿教湯病院の理念や訪問看護の
基本方針が示され、利用者に配布する際
にはわかりやすく説明している。
〇鹿教湯病院が開催するお祭りなどの
際、地域住民が集まる場所でも広報誌の
配布や理念をわかりやすく周知する取り
組みがなされている。
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訪問看護ステーションやまびこ

評価
対象

評価
分類

評価
講評

（評価細目ごと）
着 眼 点評 価 細 目評 価 項 目

Ⅰ ２ (2) ② ａ） ■ 27各計画を会議や研修において説明している。

■ 28各計画をわかりやすく説明した資料を作成するなど、より理
解しやすいような工夫を行っている。

■ 29各計画の進捗状況を確認し、理解を促すための周知の継続的
な取組を行っている。

③ ａ） ■ 30利用者あるいはご家族向けに各計画をわかりやすく説明した
資料を作成する等によって、より理解しやすいような工夫を
行っている。

■ 31子どもや高齢者、障害を持つ利用者等に対して周知の方法に
工夫や配慮をしている。

■ 32各計画を利用者会や家族会等で資料をもとに説明している。

(1) ① ａ） ■ 33管理者は、法人の目指す方向（理念、ビジョン、使命、経
営・運営方針等）を明確に語ることができる。

■ 34管理者は、自らの役割と責任について、文書化するととも
に、会議や研修において表明している。

■ 35管理者は、自らの役割と責任について組織の広報誌等に掲載
して表明している。

■ 36平常時のみならず、緊急時（事故、災害等）における管理者
の役割と責任について、明確化している。

② ａ） ■ 37管理者は、法令遵守の観点での経営に関する研修や勉強会に
参加している。

■ 38管理者は、福祉分野はもとより、消費者関連、雇用・労働、
防災、環境への配慮等福祉以外の分野についても守るべき法
令、倫理等をリスト化するなどして明確化・明文化してい
る。

■ 39管理者は、全職員に対して守るべき法令、倫理等を周知し、
また守るための具体的な取組を行っている。

遵守すべき法
令等を正しく
理解するため
の取り組みを
行っている。

管理者自らの
役割と責任を
職員に対して
表明してい
る。

事業計画を利
用者等に周知
している。

事業計画を職
員に周知して
いる。

管理者の責任
を明確にして
いる。

３
管
理
者
の
責
任
と
リ
ー

ダ
ー

シ
ッ

プ

〇県の指導監査については立ち会う、管
理者研修、市のサービス事業所連絡会な
どに参加し法令遵守に努めている。労災
などについても研修会の参加をおこなっ
ている。
〇倫理委員会の設置や行動基準があり、
職員に配布し読み合わせ等行っている。

〇事業計画は年度初めに、施設長から職
員に説明がある。またステーション会議
録は、職員に回覧もされ周知に努めてい
る。また、訪問看護の事業計画は職員全
員が目標管理設定の基本となるためしっ
かり理解され確認している。
〇地域医療部への報告書なども職員が
皆、理解し現状把握ができるように回覧
周知し報告するなどの工夫がある。

〇事業計画は、広報誌にわかりやすく掲
載され利用者に配布されている。ホーム
ページで公開されている。
〇病院祭やＪＡ祭の開催があり、事業計
画などわかりやすく展示されている。

〇施設長は、自らの役割を訪問看護がど
のようにあるべきか、鹿教湯病院の理念
に基づき、利用者本位の生活をいかに実
施できるかを職員と共有し、質の向上の
ために何を行うべきか、訪問看護が目指
す方向をしっかり理解し職員にも伝え、
実行している。
〇施設長の役割はセンターの職務権限表
に示され、運営規程に明示、苦情窓口責
任者としてもパンフレット等にも表明し
ている。
〇災害時緊急時の施設長の役割や責任が
明確にされている。
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訪問看護ステーションやまびこ

評価
対象

評価
分類

評価
講評

（評価細目ごと）
着 眼 点評 価 細 目評 価 項 目

Ⅰ 3 (2) ① ａ） ■ 40管理者は、実施する福祉サービスの質の現状について、年１
回以上、評価・分析を行っている。

■ 41管理者は、福祉サービスの質の向上について、職員の意見を
汲み取るための具体的な取組を行っている。

■ 42管理者は、福祉サービスの質に関する課題を把握し、改善の
ための具体的な取組を明示して指導力を発揮している。

■ 43管理者は、福祉サービスの質の向上について組織内に具体的
な体制を構築し、自らもその活動に積極的に参画している。

② ａ） ■ 44管理者は、経営や業務の効率化と改善に向けて、人事、労
務、財務等の面から分析を行っている。

■ 45管理者は、組織の理念や基本方針の実現に向けて、人員配
置、職員の働きやすい環境整備等、具体的に取り組んでい
る。

■ 46管理者は、組織の理念や基本方針の実現に向けて、組織内に
同様の意識を形成するための取組を行っている。

■ 47管理者は、経営や業務の効率化や改善のために組織内に具体
的な体制を構築し、自らもその活動に積極的に参画してい
る。

(3) ① ａ） ■ 48施設にとっての重要事項について、情報を十分集めると共に
関係者から意見を聞いて、意思決定を行っている。

■ 49施設にとっての重要事項にかかる意思決定手順を、職員に周
知している。

② ａ） ■ 50施設にとっての重要事項にかかる意思決定について、その内
容と決定経緯を全職員に説明し、理解を得ている。

■ 51施設にとっての重要事項にかかる意思決定について、その関
連する事項を決定経緯を含めて入所者や家族会に伝えてい
る。

■ 52施設にとっての重要事項にかかる意思決定について、その関
連する事項を決定経緯を含めて業務の連携先や地域に伝えて
いる。

重要事項につ
いて、実情を
踏まえた意思
決定を行って
いる。

重要事項を納
得性のある方
法で決定して
いる。

重要な意思決
定内容を関係
者に説明・周
知している。

質の向上に意
欲を持ちその
取り組みに指
導力を発揮し
ている。

経営や業務の
効率化と改善
に向けた取り
組みに指導力
を発揮してい
る。

管理者がリー
ダーシップを
発揮してい
る。

〇所長会議の設置があり質の評価に努め
ている。ステーション会議において具体
的な取り組み、実行に移している。毎月
のステーション会議、毎週のミーティン
グ等により業務見直しを図り回覧で周知
している。
〇業務改善委員会の設置もあり、毎月開
催しマニュアル、業務見直しなどに努め
ている。

〇毎月、所長会議において実績、計画の
分析、活動内容、人事など含め検討して
いる。統括会議に提出しセンター内外の
関係部署と協議し、働きやすい環境整備
にも努めている。
〇理念・目標は、ＳＷOＴ分析により、訪
問看護としての目標が明確化され、職員
の目標マネジメント制度により取り組む
べき具体的な目標設定により実現化され
ている。

〇職務権限表により重要事項は決定され
る。ステーション会議において職員間で
検討し、所長会議、統括会議、地域医療
部会から運営委員会で協議し、職員の意
見が集約され、重要事項が決定される。
〇意思決定手順は地域医療部ハンドブッ
クに記載され、すべての職員が周知して
いる。

〇重要事項決定等は、施設内でメール配
信がされる。職員の各会議や議事録の回
覧などにより更に周知を行っている。
〇所長変更等については、文書にて家族
や利用者に説明を行う。また、関係機関
やサービス事業所などにも文書で説明を
行う仕組みがある。
〇利用契約等についての変更は、文書に
より訪問時に説明を行う等理解しやすく
工夫をしている。
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訪問看護ステーションやまびこ

評価
対象

評価
分類

評価
講評

（評価細目ごと）
着 眼 点評 価 細 目評 価 項 目

(1) ① ａ） ■ 53社会福祉事業全体の動向について、各種会議に出席する等し
て、積極的に把握している。

■ 54入所者数・入所者像等について、事業所が位置する地域での
特徴・変化等を把握している。

■ 55福祉サービスのニーズ、潜在的利用者に関するデータ等を収
集している。

■ 56把握した情報やデータに基づいて、中・長期計画や各年度の
事業計画を策定・見直ししている。

② ａ） ■ 57サービスのコスト分析や入所者の推移、利用率等の分析を年
１回以上行っている。

■ 58提供するサービスを効果的に行うため、その内容・人員配
置・所要時間等について検証している。

■ 59改善に向けた取組に基づいて、中・長期計画や各年度の事業
計画を策定・見直ししている。

■ 60経営状況や改善すべき課題について、職員に周知している。

(2) ① 経営状況を公
開している。

ａ） ■ 61入所者や家族等に経営状況に関する情報を記載したパンフ
レット・広報紙等を配布し、情報提供を行っている。

■ 62経営状況に関する情報を誰もが目にふれやすい方法（ホーム
ページやパンフレット等）で地域社会に開示し、透明性の確
保を図っている。

１
経
営
状
況
の
把
握
と
透
明
性
の
確
保

経営状況を分
析して改善す
べき課題を発
見する取り組
みを行ってい
る。

地域社会に対
して透明性の
高い組織と
なっている。

経営環境の変
化等に適切に
対応してい
る。

事業経営をと
りまく環境を
的確に把握し
ている。

Ⅱ
組
織
の
運
営
管
理

〇経営状況は、鹿教湯三才山リハビリ
テーションセンターとして年報を作成し
貸借対照表、損益計算書など掲載されて
いる。医療タイムスなどに掲載もされて
いる。
〇毎年、開催される鹿教湯三才山リハビ
リテーションセンター病院運営会議（行
政・地域代表者など）が開催され地域医
療部として報告される。

〇社会福祉事業の動向把握は、市、県、
長野県厚生連・訪問看護ステーション連
絡協議会議の参加、また、事業所が位置
する地域での特徴・変化などの把握に
は、「丸子在宅医療介護を考える会、上
小地域医療・介護連携推進研究会等」た
くさんの会議に出席し、積極的に社会福
祉動向の把握に努めている。
〇包括支援センターが主催する地域ケア
会議に定期的に出席し、介護事業所、介
護支援専門員、行政担当職員、民生児童
員等により構成され、地域での課題など
話し合う機会がある。
〇把握した情報等は、地域医療部会で報
告し、中・長期事業計画に反映され、実
施の方向性を具体的に策定し見直しを
行っている。

〇毎月、所長会議でコスト分析、利用状
況などのデーターをまとめて報告してい
る。地域医療部会、センター職場責任者
会議・本部に報告され集計、分析され
る。
〇毎月の収支については、本部からの分
析表により一人当たりの訪問件数なども
確認でき、所長会議、ステーション会議
で周知し実績バランスや経営改善など見
直しを行っている。
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訪問看護ステーションやまびこ

評価
対象

評価
分類

評価
講評

（評価細目ごと）
着 眼 点評 価 細 目評 価 項 目

Ⅱ １ (2) ② 外部監査を実
施している。

ａ） ■ 63公認会計士等の専門家による外部監査を実施している。

■ 64外部監査の結果に基づいた経営改善を実施している。

(1) ① ａ） ■ 65常勤職員について、必要な人材や人員体制に関する基本的な
考え方、人事管理に関する方針が確立している。

■ 66非常勤職員について、必要な人材や人員体制に関する基本的
な考え方、人事管理に関する方針が確立している。

■ 67職員採用、人材育成を計画的・組織的に行っている。

■ 68必要な人材や人員体制について具体的なプランを定めてい
る。（介護支援専門員や介護福祉士等の有資格職員の配置
等）

■ 69必要な人材や人員体制についての具体的なプランに基づいた
人事管理が実施されている。

② ａ） ■ 70職種・雇用形態に関わらず、全ての職員の人事考課を年１回
以上行っている。

■ 71人事考課の目的や効果を正しく理解し、考え方や位置づけを
明確にしている。

■ 72人事考課の基準や方法を職員に明確に示している。

■ 73人事考課について職員が納得できるように取り組んでいる
（充分な説明、制度構築への職員の参画等）。

■ 74人事考課の結果は、職員のやる気向上や成長につながるよう
に本人にきちんとフィードバックされている。

(2) ① ａ） ■ 75個々の職員の職務について、役割と責任を文書で定めてい
る。

■ 76サービスを提供する現場に近い職員が、可能な限り現場で判
断し行動できるような取組（権限委譲、責任の明確化等）を
行っている。

職員一人ひと
りの主体的な
判断と行動に
より組織の能
力向上を図っ
ている。

人事管理の体
制を整備して
いる。

必要な人材に
関する具体的
なプランが確
立している。

２
人
材
の
確
保
・
養
成

人事考課を客
観的な基準に
基づいて行っ
ている。

職員に、職務
分掌を明示
し、役割と責
任を明確にし
ている。

〇JA全国監査機構で外部監査が行われて
いる。事業所では、個別監査を行ってい
る。

〇職務規程に基づき人事管理をしてい
る。センターとして人事計画は、前年度
秋には看護部と相談し行っている。
〇訪問看護として看護協会・法人の主催
(初級・中堅・管理)する研修に計画的に
参加」している。
〇地域医療部訪問看護部門の人材育成と
して、「実践ある在宅療養支援リーダー
育成事業」に参加し目指す訪問看護の目
標実現にむけた計画がある。。

〇目標マネジメント制度の取り組みがあ
り、具体的な制度の概要、目標プラン、
実行、評価など具体的に示された基準が
設けられ、入職時に説明され周知してい
る。臨時職員は評価表を用い、業務評価
を行い、管理者は指導面接でフィード
バックをしている。
〇主任・管理者の評価は人事考課表にて
行い、副部長との合議の基、人事部で決
定される。

〇職務権限表が作成され、職務分掌、役
割分担表が明確になっている。具体的に
立案、合議、検証、決定、報告の手順が
わかりやすく示されている。
〇迅速に的確に対応するために、職務内
容により権限移譲ができるようになって
いる。24時間拘束マニュアルの作成があ
り緊急対応での責任を明記している。
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訪問看護ステーションやまびこ

評価
対象

評価
分類

評価
講評

（評価細目ごと）
着 眼 点評 価 細 目評 価 項 目

Ⅱ ２ (2) ② ａ） ■ 77日常業務において専門の職種や部門を越えて協力し合う仕組
みがある。

■ 78日常業務において専門の職種や部門を越えて協力し合う仕組
みを全職員に周知している。

■ 79日常業務において専門の職種や部門を越えて協力し合う仕組
みが機能している。

③ ａ） ■ 80職員が改善事項を提案する仕組みがある。

■ 81職員が改善事項を提案する仕組みを全職員に周知している。

■ 82職員から提案された改善事項に基いた改善を実施している。

(3) ① ａ） ■ 83担当者や担当部署を設置して、職員の意向・意見を把握・分
析している。

■ 84職員の有給休暇の消化率や時間外労働のデータを、毎月
チェック・分析している。

■ 85分析した結果について、改善策を検討する仕組みがある。

■ 86改善策については、人材や人員体制に関する具体的なプラン
に反映し実行している。

② ａ） ■ 87定期的に職員との個別面接の機会を設ける等、職員が相談を
しやすいような組織内の工夫をしている。

■ 88職員が不安やストレスを気軽に相談できる仕組み（相談担当
職員やカウンセラー、専門家等）がある。

■ 89職員が不安やストレスを相談できる仕組みを全職員に周知し
ている。

■ 90職員が不安やストレスを相談できる仕組みが機能している。

日常業務にお
いて専門の職
種や部門を越
えて協力し合
う仕組みを構
築している。

職員の就業状
況に配慮して
いる。

職員の不安や
ストレスを受
け止めるなど
健康維持に関
する仕組みを
構築してい
る。

職員が改善事
項を提案する
仕組みを構築
している。

職員の就業状
況や意向を把
握し必要があ
れば改善する
仕組みを構築
している。

〇今年度、８月から取り入れられたモバ
イル活用をすることで写真の共有ができ
るようになり、医師からの指示も即応で
きる様になった。
〇事業所内に他職種が存在しているため
に、リハビリ職員、介護支援専門員など
とは、日々連携が取れ相談協力がしやす
い環境にある。また、鹿教湯病院退院支
援委員会、褥瘡委員会、医療安全管理委
員会、感染対策委員会等に委員として参
加し連携している。

〇朝のミーティングで気付いたことや意
見を話し合っている。さらに検討が必要
なことは、上部決定会議につなげ、改善
事項は職員に伝え、改善している。
〇訪問看護の組織には業務改善委員会が
あり、業務見直し、検討する仕組みがあ
る。

〇月末に有給、超過勤務を確認し勤務表
のチェックを行い人事課に提出し、職員
の超過勤務の内容分析を行い、直行、直
帰勤務の導入や時間外手当など、労働環
境の改善に取り組んでいる。
〇職員面接時には職員の意向・意見を把
握する機会がある。
〇平均訪問件数など人員配置の検討や次
年度に向けた人員計画につなげている。

〇鹿教湯三才山リハビリテーションセン
ターとして、「こころの相談室」があ
り、心理士による相談の取り組みがあ
る。利用手順書が示され周知している。
〇健康管理課の管理のもと、ストレス
チェックリストの利用が始まり、早期対
応できる取り組みが行われている。
〇日常において、施設長が職員の不安や
ストレスを吸いあげるように努めてい
る。
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訪問看護ステーションやまびこ

評価
対象

評価
分類

評価
講評

（評価細目ごと）
着 眼 点評 価 細 目評 価 項 目

Ⅱ ２ (3) ③ ａ） ■ 91福利厚生センターへの加入等、総合的な福利厚生事業を実施
している。

■ 92職員の希望の聴取等をもとに、福利厚生事業の充実に取り組
んでいる。

(4) ① ａ） ■ 93目指す福祉サービスを実施するために、組織が職員に求める
基本的姿勢や意識を、基本方針や中・長期計画の中に明示し
ている。

■ 94実施している福祉サービスの内容や目標を踏まえて、組織が
職員に求める専門技術や専門資格を、基本方針や中・長期計
画の中に明示している。

② ａ） ■ 95職種・雇用形態に関わらず、すべての職員について、基本姿
勢に沿った個々の教育・研修計画が策定されている。

■ 96個別の職員の技術水準、知識、専門資格の必要性などを把握
している。

■ 97策定された教育・研修計画に基づき、実際に計画に従った教
育・研修が実施されている。

■ 98職種、雇用形態に関わらずすべての職員に、年1回以上人権の
尊重に関する研修を行っている。

■ 99外部の機関・団体による研修に、年1回以上職員を参加させて
いる。

③ ａ） ■ 100研修を終了した職員は、報告レポートを作成している。

■ 101研修を終了した職員が、研修内容を発表する機会を設けるな
どして他の職員との共有化を図っている。

■ 102報告レポートや発表、当該職員の研修後の業務等によって、
研修成果に関する評価・分析を行っている。

■ 103評価・分析された結果を次の研修計画に反映している。

■ 104評価・分析された結果に基づいて、研修内容やカリキュラム
の見直しを行っている。

職員の教育・
研修に関する
基本姿勢を明
示している。

個別の職員に
対して組織と
しての教育・
研修計画を策
定し、計画に
基づいて具体
的な取り組み
を行ってい
る。

職員の質の向
上に向けた体
制を確立して
いる。

福利厚生事業
に積極的に取
り組んでい
る。

定期的に個別
の教育・研修
計画の評価・
見直しを行っ
ている。

〇ＪA長野健保による予防接種、人間ドッ
クの補助、職務規程による慶弔金支給、
永年勤続表彰(休暇の付与、慰労金支
給)、職員旅行、託児所の開設がある。
〇忘年会、納涼祭等の利用がある。

〇基本姿勢は法人の方針、鹿教湯三才山
リハビリテーションセンターの事業計
画、地域医療部の目標に明記されてい
る。
〇目標管理シートでの面接時に目標の取
り組みを確認し基本方針に向けた地域を
担う訪問看護の育成に取り組んでいる。

〇新人、臨時職員に対しては新人研修、
現任研修計画がある。
〇OJTガイドブックに従い常勤者は達成目
標に合わせた学習プログラムを活用して
いる。
〇行動基準により読み合わせを行い人権
尊重について倫理マニュアル研修してい
る。
〇看護協会等の外部研修は、個別の目標
シートにより、研修計画に参加してい
る。

〇研修後は伝達研修をおこない、共有を
図っている。
〇研修資料は回覧し共有し活用できるよ
うに保管されている。
〇目標マネジメント制度での評価にて次
年度の研修につなげている。必須の研修
は研修ごとにまとめ管理し、ファイルで
の共有を行っている。
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訪問看護ステーションやまびこ

評価
対象

評価
分類

評価
講評

（評価細目ごと）
着 眼 点評 価 細 目評 価 項 目

Ⅱ ２ (4) ④ ａ） ■ 105職種・雇用形態に関わらず、全ての新人職員のための初任者
研修プログラムがある。

■ 106新人職員を指導する者の要件を、文書で定めている。

(5) ① ａ） ■ 107実習生や他事業所職員の研修の受け入れに関する基本姿勢
を、文書で定めている。

■ 108実習生や他事業所職員の研修の受け入れに関する基本姿勢を
会議等で職員に説明している。

■ 109実習生や他事業所職員の研修の受け入れについて、受け入れ
についての連絡窓口、事前説明、オリエンテーションの実施
方法等の項目が記載されたマニュアルが整備されている。

■ 110受け入れにあたっては、学校や研修派遣元の事業所との覚書
を取り交わす等によって、実習や研修における責任体制を明
確にしている。

■ 111実習・研修指導者に対する研修を実施している。

■ 112実習・研修内容全般を計画的に学べるようなプログラムを用
意している。

■ 113学校や研修派遣元の事業所側と、実習・研修内容について連
携してプログラムを整備するとともに、実習・研修期間中に
おいても継続的な連携を維持していくための工夫を行ってい
る。

■ 114介護福祉士、看護職員、ホームヘルパー等の職種に配慮した
プログラムを用意している。

(1) ① ａ） ■ 115管理者は入所者の安全確保の取組について、リーダーシップ
を発揮している。

■ 116事件・事故、災害、衛生管理に対する知識と体制がある。

■ 117入所者の安全確保に関する担当者・担当部署を設置してい
る。

■ 118担当者等を中心に年１回以上安全確保に関する検討会を開催
し、検討会には、現場の職員も参加している。

■ 119事故等の種別ごとに対応できるマニュアル等を作成し、年１
回以上研修・訓練等で職員に周知している。

緊急時（事
故、感染症の
発生時など）
における利用
者の安全確保
のための体制
を整備してい
る。

〇統括所長がセーフティマネジメントの
委員会の委員長をしており、「やまび
こ」の所長と共に職員の教育にも当たっ
ている。
〇事故発生時の対応フローチャートもあ
り年2回以上の全職員の研修も行われてい
る。
〇利用者の連絡マップはモバイル端末に
入力し、近隣の必要連絡機関の連絡先も
まとめて緊急訪問バックに用意してい
る。

新人職員に対
する指導を適
切に行ってい
る。

実習生や他事
業所職員の研
修の受け入れ
に対する基本
的な姿勢を明
確にし体制を
整備し、積極
的な取り組み
をしている。

３
安
全
管
理

利用者の安全
を確保するた
めの取り組み
を行ってい
る。

実習生や他事
業所職員の研
修の受け入れ
を適切に行っ
ている。

〇「新人教育プログラム」に沿って１年
間の研修計画があり、定期的に評価面接
を行っている。
〇新人指導は所長が行い、実務指導は3年
以上の経験者として明記されている。

〇研修受け入れは研修医、医学生、看護
師の在宅実習、看護学生など医療関係と
共に福祉関係の介護福祉士、介護支援専
門等も受け入れている。
〇看護学生の実習受け入れには事前に管
理者が学校側の教務と打合せを行いその
後、担当職員を決め連絡会、反省会実施
のまとめを行う。
〇実習指導者は研修派遣元と契約書を交
わし外部との窓口を努めている。
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訪問看護ステーションやまびこ

評価
対象

評価
分類

評価
講評

（評価細目ごと）
着 眼 点評 価 細 目評 価 項 目

Ⅱ 3 (1) ① ■ 120休日・夜間の関係機関との連携がとれている。

■ 121災害・事故等の緊急時にも家族と連絡が取れるように連絡網
を作っている。

② b) ■ 122立地条件等から災害の影響を把握し、建物・設備類の必要な
対策を講じている。

■ 123災害時の対応体制が決められている。

■ 124利用者および職員の安否確認の方法が決められ、全職員に周
知されている。

■ 125食料や備品類などの備蓄リストを作成し、管理者を決めて備
蓄を整備している。

□ 126地元の消防署、警察、自治会など連携するなど工夫して訓練
を実施している。

③ ａ） ■ 127入所者の安全を脅かす事例収集の仕組みを整備し、実施して
いる。

■ 128収集した事例について、職員の参画のもとで発生要因を分析
し、未然防止策を検討している。

■ 129職員に対して、安全確保・事故防止に関する研修を行ってい
る。

■ 130事故防止策等の安全確保策の実施状況や実効性について、年
１回以上評価・見直しを行っている。

災害時に対す
る利用者の安
全確保のため
の取組みを
行っている。

利用者の安全
確保のために
リスクを把握
し対策を実行
している。

〇地域のハザードマップ、防災ハンド
ブックは事業所内に備えている。
〇センター地域医療部として「居宅事業
所防災マニュアル」が整備され、訪問活
動中、利用者宅での災害についての対応
がスムーズに出来るよう観測情報、注意
情報と段階を追って具体的な行動がとれ
る様、記載されている。
〇利用者家族と協力して全利用者はトリ
アージによって高いリスクの利用者から
連絡を入れるようにし、職員は連絡網を
整備し安否確認が出来るようになってい
る。
今後、トリアージを利用した災害対策な
どへの取り組みにも期待したい。
〇ステーションとしては必要物品 (吸引
器、おむつ，医療材料等)の備蓄をしてお
りリスト化できている。今後、利用者自
身の避難場所、民生委員等必要なリスト
用紙を作成予定である。
〇人工呼吸器を装着している利用者につ
いては、消防署、電力会社に緊急時の対
応が出来るように連携しているが地元消
防署等の防災訓練は今後の課題となって
いる。

〇インシデント、アクシデントの報告は
事業所内だけのものにせずセンター全体
のものとし他の職場においても情報の共
有化が図れる様「報告マニュアル」に
従って報告し、再発防止に努めている。
〇職員への研修は病院で2回、地域医療部
で2回あり、参加者名簿を作って積極的に
参加するようにしている。年度末には安
全対策のまとめの総括を各職場で確認し
ている。
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訪問看護ステーションやまびこ

評価
対象

評価
分類

評価
講評

（評価細目ごと）
着 眼 点評 価 細 目評 価 項 目

Ⅱ (1) ① ａ） ■ 131地域との関わり方について基本的な考え方を文書化してい
る。

■ 132入所者の助けになる地域の福祉に関する情報や地域イベント
情報等を収集し、掲示板の利用等で入所者に提供している。

■ 133活用できる社会資源や地域の情報を収集し、掲示板の利用等
で利用者に提供している。

■ 134利用者が地域の行事や活動に参加する際、必要があれば職員
やボランティアが援助を行う体制が整っている。

■ 135事業所や利用者への理解を得るために、町内会、子ども会、
老人会など地域の諸団体と連絡をとり、施設の行事に地域住
民を招待するなど、地域の人々と利用者との交流の機会を定
期的に設けている。

■ 136利用者の日常的な活動（買い物や通院等）について、個々の
利用者のニーズに応じて、地域における社会資源を利用する
よう推奨している。

② ａ） ■ 137地域における福祉の主体として、責任を果たすための事業所
の方針・役割を文書で定めている。

■ 138地域における福祉の主体としての活動を職員に周知し、具体
的な方法を定期的に話し合うなどして理解を図っている。

■ 139介護等について、専門的な技術講習会や研修会、地域住民の
生活に役立つ講演会等を開催して、地域へ参加を呼びかけて
いる。

■ 140住民が自由に参加できる地域ニーズに即した多様な支援活動
を行っている（介護相談・介護者の集い等）。

■ 141地域へ向けて、理念や基本方針、事業所で行っている活動等
を説明した印刷物や広報誌等を配布している。

■ 142地域住民の行事等のため、施設を開放している。

地域との適切
な関係を確保
している。

利用者と地域
とのかかわり
を大切にして
いる。

事業所が有す
る機能を地域
に還元してい
る。

４
地
域
と
の
交
流
と
連
携

〇事業所の理念に「高齢者、障害者が自
分らしく生き生きと輝いて暮らせるよう
に地域の皆様と共に支援します。」と明
記され、基本方針には「地域社会におい
て評価されるよう自己研鑚に努める」旨
がある。
〇ＪＡ祭、病院祭、いずみの祭に役割を
持って参加している。併設している老人
保健施設いずみのは地域の方に会議室等
解放している。

〇ＪＡ綱領、厚生連、病院の理念、地域
医療部、事業所の紹介の何れにも地域貢
献、地域連携など地域との関わりを大切
にする意図が読み取れ地域に依拠しなが
ら地域づくりに貢献しようとする姿勢が
うかがわれる。
〇利用者に必要な情報として医療、介護
の制度の変化、ＪＡ祭、病院祭等イベン
トを訪問時や広報誌で紹介している。
〇地域包括ケア会議が定期的に開催さ
れ、民生委員、薬剤師、サービス事業者
等との事例紹介や勉強会を行い地域との
つながりを深めている。
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訪問看護ステーションやまびこ

評価
対象

評価
分類

評価
講評

（評価細目ごと）
着 眼 点評 価 細 目評 価 項 目

Ⅱ ４ (1) ③ 143ボランティア受入れに関する基本姿勢を文書で定めている。
ボランティアを受け入れていないので非該当

144ボランティア受入れについて、登録手続、ボランティアの配
置、事前説明等に関する項目が記載されたマニュアルを整備
している。
ボランティアを受け入れていないので非該当

145ボランティアに対して必要な研修を行っている。
ボランティアを受け入れていないので非該当

(2)関係機関との
連携を確保し
ている。

① 必要な社会資
源を明確にし
ている。

ａ） ■ 146連携の必要のある地域の関係機関・団体について、リストや
資料を作成している。（居宅介護支援事業所、福祉事務所、
保健所、病院、学校、ボランティア団体等）

■ 147地域の関係機関・団体の機能や連絡先について、職員会議で
説明する等職員間で情報の共有化を図っている。

② ａ） ■ 148関係機関・団体と定期的な連絡会等を行っている。

■ 149地域の関係機関・団体の共通の問題に対して、解決に向けて
協働して具体的な取組を積極的に行っている。（地域に適当
な関係機関・団体がない場合には、地域でのネットワーク化
に取り組んでいる。）

(3) ① ａ） ■ 150地域の関係機関・団体との連携に基づき、具体的な福祉ニー
ズの把握に努めている。

■ 151民生委員等と定期的な会議を開催する等によって、具体的な
福祉ニーズの把握に努めている。

■ 152地域住民に対する相談事業を実施すること等を通じて、具体
的な福祉ニーズの把握に努めている。

地域の福祉向
上のための取
り組みを行っ
ている。

ボランティア
受け入れに対
する基本姿勢
を明確にし体
制を確立して
いる。

地域の福祉
ニーズを把握
している。

関係機関等と
の連携を適切
に行ってい
る。

〇必要な連携機関は、電話番号、ＦＡＸ
番号のリストを備えている。新しい情報
は上田市の指定サービス事業者連絡会か
ら入り、職員が得た資料、パンフレット
は回覧し、地域医療部会での他の科から
の情報、研修での情報は文書回覧、メー
ル配信して共有している。

〇ＪＡのヘルパーステーション（月１
回）居宅介護支援事業所、診療所等と連
絡会を行っている。
〇市のサービス事業者連絡会、地域ケア
会議、「在宅医療・介護を考える会」に
事例提供し積極的に参加を行い、多職種
で具体的な専門的な検討ができている。

〇地域ケア会議への参加で具体的な福祉
ニーズが他事業所と共有できている。ま
た、地域医療部からの報告を受け、具体
的なニーズの把握をしている。
〇ＪＡ祭、病院のイベント等で看護、介
護相談をする中でもニーズの把握に努め
ている。
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訪問看護ステーションやまびこ

評価
対象

評価
分類

評価
講評

（評価細目ごと）
着 眼 点評 価 細 目評 価 項 目

② ａ） ■ 153把握した福祉ニーズに基づいて、独自の事業・活動を行って
いる。（在宅サービス、相談事業等）

■ 154把握した福祉ニーズに基づいて行っている独自の事業・活動
について、中・長期計画や事業計画の中に明示している。

地域の福祉
ニーズに基づ
く事業・活動
を行ってい
る。

〇同施設内に設置しているＪＡヘルパー
ステーションの職員に胃瘻処置、吸引の
実技指導やJA祭時の高齢者相談等必要な
活動を行っている。
〇ＪＡ長野厚生連の中期計画の年次別計
画に「重層的な地域包括ケア体制の整備
充実」の為に医療、介護ネットワークづ
くりを積極的に進める旨の記述がある。
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